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9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞
10:00 ３月市議会定例会第

２日（一般質問）（議場）

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞
10:00 ３月市議会定例会第

３日（一般質問）（議場）

かわら美術館企画展　撮る人
（～4/9）⑦
10:00 たかはまおもちゃ病

院開院日（高浜エコハウス）
14:30 紙芝居の日
　(図書館）⑭

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞

10:00 人形小路ひなめぐり 
(～3/12（日）、人形小路
一帯）

13:30 おとなのためのおは
なし会（図書館）⑭

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞
10:00 ３月市議会定例会第

１日（開会、議案上程など）
（議場）

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高取公民館）

　＜1/15号＞
14:30 トキの会のおはなし

会(図書館) ⑭

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高取公民館）

　＜1/15号＞

9:00 南部まち協「青空市」
（あっぽ）※毎週日曜日

9:00 オニマルシェ

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（大山公民館）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（あっぽ）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（南部第２ふれあ
いプラザ）＜1/15号＞

15:00 吉浜おはなしタッチ 
(吉浜公民館）⑭

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（吉浜公民館）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（JA吉浜支店） 
＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）
＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞

10:30 ベビーブックのひとと
き（吉浜公民館）⑭

家族そろって食べる日（食育
の日）

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）

　＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（高浜エコハウス）
＜1/15号＞

9:00 H28年分所得税確定申告
・H29年度市民税県民税申告
（高浜エコハウス）＜1/15号＞

9:00 福よせ雛（～3/12 人
形小路）⑦

10:00 福よせ雛（～3/5 か
わら美術館）⑦

14:30 紙芝居の日
　(図書館）⑭

9:00 H28年分所得税確定
申告・H29年度市民税県
民税申告（吉浜公民館）

　＜1/15号＞

建国記念の日

・カレンダー内に表記の時間は催しなどの開始時間です。
・行事名の後の丸囲みの数字は本紙の該当ページを、〈　〉は過去の掲載号を表しています。
・健診など一部の掲載は省略しています。
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このページは取り外し、壁や冷蔵庫などに貼って活用してください。
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各種相談
市長との対話日
　�３月３日（金）　午前９時～正午　市長応接室
※�３月３日（金）の対話日は２月23日（木）までに、人事グルー
プ（☎52－1111�内線309）へ申込
※公務の都合により変更になる場合があります。
税務相談（税理士）
　２月14日（火）・３月21日（火）　午後１時～３時　市役所相談室
※相続・贈与・譲渡・住宅取得・申告などに関する税一般
　予約優先（☎52－1111�内線264）
労働相談（西三河事務所職員）
　２月８日（水）　午後１時～４時　市役所相談室
※職場での悩みごと・困りごとなど（解雇・賃金・労働時間など）
　予約制（☎52－1111�内線264）
市民相談（市民生活グループ職員）
　平日　午前８時30分～午後５時15分　市役所相談室
※市役所への意見・要望など

日系人相談（ポルトガル語のわかる相談員）
　平日　午前８時30分～午後５時　市役所市民生活グループ
※庁舎内の案内、通訳など
人権相談（人権擁護委員）
　２月２日（木）　午後１時～3時　市役所相談室
※いじめ、虐待、差別などの人権問題
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